
 

 

 

なお、すでに下記ア～エの資格をお持ちの方については、家庭生活支援員としてご登

録いただけますが、支援の範囲が家事・介護等に限定されます。子育て支援（保育サー

ビス）を行っていただくには原則、裏面の研修を受講頂く必要があります。「大阪府家庭

生活支援員(子育て支援)研修」(裏面参照)を受講ください。 

ア 旧訪問介護員（ホームヘルパー）３級以上の資格を有する者 

イ 保育士資格を有する者                     

ウ 看護師（准看護師を含む）資格を有する者            

エ 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）     

における子どもの預かりの援助を行う者 

  オ 一定の研修を修了した者                                                 

                                                                                  

大阪府立母子・父子福祉センターでは、ひとり親家庭の親や寡婦

の皆さんが、一時的なケガや病気、技能習得のための通学や就職

活動などで家事・介護・保育等の支援が必要となった際に、家庭

生活支援員（ヘルパー）の派遣を行っています。 

このたび、家庭生活支援員の 

新規登録者を募集するにあたり、 

裏面のとおり研修を開催します。 

 

大阪府家庭生活支援員の新規登録者を募集します 

 



                   申込・お問い合わせ先         

 

大阪府立母子・父子福祉センター 

〒537-0025 

大阪市東成区中道 1 丁目 3番 59号 

TEL ０６－６７４８－０２６３ 

URL http://www.osakafu‐boshiren.jp/  

～大阪府家庭生活支援員(子育て支援)研修～ 

 

日  時 ： 全 6 回（土曜日）2/13・2/20・2/27・3/6・3/13・3/27 

いずれも 10:00～16:00 

研修会場 ： 大阪府立母子・父子福祉センター 

大阪市東成区中道 1丁目 3番 59号 

府内保育所での実習あり（座学に変更になる場合があります） 

       ※受講に際し、一時保育が必要な場合はご相談ください。 

募集人数 ： 20 名 

受 講 料 ： 無料 

申込方法 ： 往復はがき、ホームページのお問い合わせ、または LINE から 

お申し込みください。申し込み多数の場合は抽選になります。 

必ず「大阪府家庭生活支援員研修受講希望」「お名前」「住所」 

「電話番号」をお書きください。 

締  切 ：令和 3 年 1 月 27 日(水)  

結果は 2 月 3 日（水）までにお申込方法に応じ連絡します。 

受講資格 ：大阪府内在住の方。 

      地域における子育て支援活動経験のある方、又は、母子家庭等支

援や子育て支援に関心があり、熱意のある方。 

全課程を受講できる方。 

大阪府家庭生活支援員として登録し、活動していただける方。 

 

   

 

http://www.osakafu‐boshiren.jp/　　　　　　ホームページ

